
奥州市議会全員協議会 

 

日時：令和５年８月18日（金） 

                                  午前10時                                                                                                                                                                                             

場所：７階 委員会室 

 

１ 開  会 

２ 挨  拶 

３ 協  議 

(1) 説明事項 

① 奥州市立地適正化計画について 

② 日帰り温泉の今後の対応について 

③ (株)ひめかゆの対応について 

④ 施設の譲渡について 

⑤ 行政手続等のオンライン化に向けた取組について 

 

 (2) 協議事項 

   教育厚生常任委員会における政策提言（案）について 

 

 

４ そ の 他 

５ 閉  会 



行政手続等のオンライン化に向けた取組について

市民の利便性の向上と行政運営の簡素化・効率化のため、各種手続等のオンラ
イン化を推進しているが、今後さらにオンライン手続等を拡充するため、「奥州
市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例」（以下「行政手続オンライ
ン化条例」という。）を制定するもの。

奥州市議会全員協議会説明資料 令和５年８月18日 総務部行革デジタル戦略課

資料

２ オンライン化の経過・背景

「官民データ活用推進基本法」公布・施行
行政手続のオンライン利用の原則化等が定められる

「デジタル・ガバメント実行計画」改定
地方公共団体が優先的にオンライン化推進すべき手続が取りまとめられる

「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」（デジタル手続法）施行
行政手続等（申請・処分通知）のオンライン実施を原則化

「地方公共団体におけるオンライン利用促進指針」改定
オンライン利用の促進に向け、業務フローの検証、業務改革等の取組の指針が示される

「自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画」策定
行政手続のオンライン化が重点取組事項の１つとされた

「奥州市DX全体方針」策定
行政手続のオンライン化を取組項目として明記

地方公共団体が優先的にオンライン化を推進すべき手続など32の手続についてオンライン申請
が可能に

H28.12

R.1.12

R2.1

R2.3

R2.12

R3.11

R5.3

書面等で行うことが定められている市条例や規則による手続等について、通則条例を定めることによりオンラ
イン化を可能とするもの。

１ 行政手続オンライン化条例の概要
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行政手続等のオンライン化に向けた取組について

３ 条例制定後のイメージ

資料

奥州市議会全員協議会説明資料 令和５年８月18日 総務部行革デジタル戦略課

法令に基づく
手続

(例)

児童手当や介護保険の
手続など

条例等に基づく
手続

(例)

公共施設の使用の手続
など

条例等に基づく
手続

(例)

公共施設の使用の手続
など

法令に基づく
手続

(例)

児童手当や介護保険の
手続など

デジタル手続法に
よりオンライン化が
可能

個々の条例等の
改正によりオンライ
ン化が可能

「デジタル手続法」及び「行政手続オンラ
イン化条例」によりオンライン化が可能に

 国の法令に基づく手続については、デジ
タル手続法によりオンライン化が可能

 市の条例等に「書面により行う」等の規
定がある場合、申請等を書面以外の方
法で行うことができない。

〈条例制定後〉〈現状〉

 通則条例により、市の条例等によるすべ
ての手続等のオンライン化（申請、届出、
処分通知等）が可能となる。

 書面等で行うことが定められている縦覧、
作成等について、デジタル技術の活用が
可能となる。
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奥州市立地適正化計画について

これまでの都市づくりは、人口増加を背景に郊外の開発が進み、市
街地が拡散してきました。しかし、今後は人口減少を想定したまちづく
りが求められます。

この拡散した市街地のままでは居住が低密度化し、一定の人口密
度に支えられてきた医療や福祉・子育て支援・商業などの生活サービ
スが提供できなくなりかねません。また、高齢者の増加に伴って医療や
介護の需要が急増し、医療・福祉サービスの提供や地域の活力維持
が満足にできなくなることも懸念されます。

さらに、道路や上下水道などのインフラの老朽化が急速に進んでおり、
厳しい財政状況の下で、老朽化への対応も求められています。

①都市を取り巻く環境の変化 ①経緯

このような社会情勢の変化を踏まえ、国は平成26年に立地適正化
計画制度を創設しました。同制度は、次のような目標を掲げ、災害に
強いコンパクトで持続可能なまちづくりを進めています。

・高齢者でも出歩きやすく健康快適な生活を確保すること

・子育て世代などの若年層にも魅力的な街にすること

・財政面・経済面で持続可能な都市経営を可能とすること

・脱炭素型の都市構造を実現すること

・災害に強いまちづくりを推進すること

②立地適正化計画制度の創設

１

市議会全員協議会説明資料 令和５年８月18日 都市整備部都市計画課

③立地適正化計画制度

都市計画区域内の都市構造を見渡し、居住や医療、福祉、商業
などの生活サービス施設がまとまって立地するよう、公共交通と連携し
ながら、緩やかに街なかや公共交通沿線への立地の誘導を図っていく
制度です。

市では、国で示している方針に基づきながら令和２年度に都市構造

分析調査を実施し、この調査結果を踏まえながら、立地適正化計画の

方針案（目指すべき都市の骨格構造、課題解決のための施策・誘導

方針（ストーリー））を整理しました。

令和３年度は、令和２年度に整理した立地適正化計画の方針案

を基に、誘導施設・誘導区域、防災指針及び誘導施策の検討を進め

ました。

令和４年度からは、令和３年度の検討結果を取りまとめるとともに、

定量的な目標値の検討と施策の達成状況に関する評価方法を検討

し、立地適正化計画素案のたたき台の作成、関係機関との協議を行

い素案を確定し、今後、住民説明会、パブリックコメントや都市計画審

議会への意見聴取を行い令和５年度内の策定・公表を目指していま

す。

１ 国の施策 ２ 市の取り組み



奥州市立地適正化計画について

②奥州市立地適正化計画の概要 ③立地適正化計画に定める事項

２

市議会全員協議会説明資料 令和５年８月18日 都市整備部都市計画課

◆計画の評価時期

奥州市立地適正化計画に係る評価時期は、法に定める事項にお
いておおむね５年ごとに評価を行うこととされていることから、本計画に
おいては2028年（令和10年）に評価を行うこととします。

基準年次 策定年次 評価年次

奥州市立地適正化計画
（令和５年策定）

2020
（R2）

2023
（R5）

2028
（R10）

立地適正化計画には都市再生特別措置法第81条第２項の規
定により概ね次の事項を記載することとなっています。

１ 立地適正化計画の区域（奥州都市計画区域の全域）
（A=23,578ha）

２ 住宅及び医療施設、福祉施設、商業施設などの都市機能の増
進に著しく寄与するもの（以下「都市機能増進施設」という。)
の立地の適正化に関する基本的な方針

３ 都市の居住者の居住を誘導すべき区域（居住誘導区域）
（A=1,111ha ※用途地域に占める割合51.2％）

４ 居住誘導区域に都市の居住者の居住を誘導するために講ずる
施策

５ 都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域
（都市機能誘導区域）
（A=342ha ※用途地域に占める割合15.8％）

６ 都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進
施設（誘導施設 ※27施設）

７ 都市機能誘導区域に誘導施設の立地を誘導するために講ずる
施策

８ 都市機能誘導区域に誘導施設の立地を図るために必要な次に
掲げる事業等
イ）誘導施設の整備に関する事業
ロ）イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設
の整備に関する事業、市街地再開発事業、土地区画整理事業
など

ハ）イ又はロに掲げる事業と一体となってその効果を増大させ
るために必要な事務又は事業

９ 都市防災に関する指針（防災指針）
10 ４若しくは７の施策、８の事業等又は防災指針に基づく取組
の推進に関連する事項

11 その他住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るため
に必要な事項

◆計画の対象区域

奥州市立地適正化計画の対象区域は都市再生特別措置法第81
条第１項の規定に基づき、都市計画法第５条に規定する都市計画
区域の全域とします。



奥州市立地適正化計画について

④立地適正化計画策定に向けた今後のスケジュール

３

時期 内容 備考

令和５年
７月14日

第４回庁内WG員会議 素案の調整

令和５年
７月20日

岩手河川国道事務所流域治水
課協議

素案（防災指針）の調整

令和５年
７月25日

県都市計画課協議 素案の調整

令和５年
８月10日

第２回策定協議会 素案の協議

令和５年
８月23日

市都市計画審議会 素案の協議

令和５年
８月下旬

県都市計画課協議 書面協議

令和５年
８月24日

素案公表 市広報発行、市ホームページ

令和５年
８月24日～

９月21日

素案縦覧 ４週間

パブリックコメント 素案縦覧期間中受付

令和５年
９月４日~
９月10日

住民説明会
対象地域（水沢9/4、江刺9/7、
前沢9/8）+全体9/10 計４回

時期 内容 備考

令和５年
10月以降

第５回庁内WG員会議 案の調整

令和５年
10月以降

第３回策定協議会 案の調整

令和５年
11月以降

案の確定 庁議

令和５年
11月以降

市都市計画審議会 諮問

令和６年
３月末

決定・公表
都市再生特別措置法第81条第
23項

市議会全員協議会説明資料 令和５年８月18日 都市整備部都市計画課



奥州市立地適正化計画について

立地適正化計画策定後における国からの財政支援

４

立地適正化計画を策定・公表し、都市機能誘導区域または居住誘導区域内においてコンパクトなまちづくりを推進しようとする自治体には、
国から重点的な支援が得られます。また、一定の条件はあるものの、補助率の嵩上げや拡充等の措置が得られます。

【国からの支援】 都市再生整備計画関連事業
都市再生整備計画関連事業は、市町村がまちづくりの目標や指標について設定し、目標達成のために必要な都市基盤の整備・都市施設の整
備・関連するソフト事業等を「都市再生整備計画」というまちづくりの計画に位置づけることで、計画に基づく事業を行う市町村等が国費による支援
を受けることが可能となる事業です。

▸都市構造再編集中支援事業 【立地適正化計画に基づく取組等に対し集中的支援】
事業区域：立地適正化計画の都市機能誘導区域内及び居住誘導区域内
国費率：都市機能誘導区域内1/2 居住誘導区域内45％

▸まちなかウォーカブル推進事業 【「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりに対し集中的支援】
事業区域：都市再生整備計画の区域内において、滞在の快適性等向上のために必要な施設の整備等を行う必要があると認められる区域

（滞在環境性等向上区域）が定められた地区（当該区域の周辺整備に係る事業が実施される地区を含む。）
国費率：交付対象事業費の50％

▸都市再生整備計画事業 【地域の様々なまちづくりを支える交付金】
事業区域：市街化区域等（市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域において設定される用途地域）内のうち、鉄道・

地下鉄駅から半径１㎞の範囲内又はバス・軌道の停留所・停車場から500ｍの範囲内の区域
国費率：交付対象事業費の40％

※誘導施設の整備は、立地適正化計画で定める都市機能誘導区域内で行う都市構造再編集中支援事業のみが支援対象です。

◆都市再生整備計画
都市再生整備計画は、上記に記載する国からの支援を受けるために作成し提出する計画であり、立地適正化計画等で位置づけた施策を具体

化するため、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施する区域や、目標、対象事業、費用便益費、計画期間、概算事業

費、整備方針、計画の評価に関する事項などを記載したまちづくりの計画を作成し、国土交通大臣に提出します。

計画期間は、概ね３~５年です。

参考資料
市議会全員協議会説明資料 令和５年８月18日 都市整備部都市計画課



（資料）奥州市立地適正化計画の素案の概要 
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で
す
。 

立
地
適
正
化
計
画
に
は
、
上
位
計
画
で
あ

る
「
奥
州
市
総
合
計
画
」
及
び
「
岩
手
県
奥

州
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
に
即

し
、「
奥
州
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」

と
の
調
和
を
図
り
な
が
ら
、
都
市
機
能
や
居

住
を
誘
導
す
る
た
め
の
基
本
的
な
考
え
方

や
具
体
的
な
区
域
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、

そ
れ
ら
を
誘
導
す
る
た
め
の
各
種
施
策
等

を
定
め
ま
す
。
ま
た
、
防
災
、
公
共
交
通
、

医
療
・
福
祉
等
の
関
連
分
野
と
も
連
携
・
整

合
を
図
っ
て
い
ま
す
。 

(

３)

立
地
適
正
化
計
画
の
策
定
後 

 

立
地
適
正
化
計
画
策
定
後
は
、
未
来
羅
針

盤
や
立
地
適
正
化
計
画
に
掲
げ
る
ま
ち
づ

く
り
を
実
現
す
る
た
め
、
都
市
再
生
整
備
計

画
を
作
成
し
、
各
種
施
策
を
実
施
し
ま
す
。 

奥
州
市
立
地
適
正
化
計
画
の
策
定
を
進
め
て
い
ま
す 

市
で
は
、
少
子
高
齢
化
が
進
む
中
で
も
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
、
立
地

適
正
化
計
画
の
策
定
を
進
め
て
い
ま
す
。
計
画
の
ね
ら
い
や
概
要
、
住
民
説
明
会
の
実

施
内
容
な
ど
を
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
●
問
合
せ
：
未
来
羅
針
盤
＝
未
来
羅
針

盤
課
（T

e
l
 3
4-
21
1
6

）・
立
地
適
正
化
計
画
＝
都
市
計
画
課
（T

el 34-1661

） 

未来への羅針盤 

未来に向かうための確かな道筋 

 

 

立地適正化計画の策定 

持続可能なまちづくり 

都市再生整備計画の作成 

（Ｒ６年度から作成開始） 

 

各種施策の実施 

 メイプル再開発、新医療センター

（医療、子育て、ヘルスケア）建設、

公共施設跡地活用、商店街活性化、道

路整備、無電柱化、空き家対策、公園

整備、居住誘導支援 など 

 

市議会全員協議会説明資料  令和５年８月 18 日 都市整備部都市計画課  
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２
．
課
題
解
決
の
た
め
の
誘
導
方
針 

(

１)
本
市
の
都
市
構
造
上
の
課
題 

本
市
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
う
え
で

の
課
題
は
、
様
々
な
分
野
に
わ
た
っ
て
存
在

し
ま
す
。 

本
計
画
の
策
定
に
あ
た
り
、
人
口
、
市
街

地
形
成
、
公
共
交
通
、
財
政
、
災
害
、
都
市

構
造
評
価
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
ご
と
に
、
課
題

を
整
理
し
ま
し
た
。 

 

(

２)

ま
ち
づ
く
り
の
方
針
と
誘
導
方
針 

本
市
の
上
位
計
画
で
あ
る
「
奥
州
市
総
合

計
画
」
を
踏
ま
え
、
本
市
の
ま
ち
づ
く
り
の

方
針
を 

 「
地
域
ご
と
に
奥
州
の
歴
史
・
文
化

の
魅
力
が
あ
る
住
み
続
け
た
く
な

る
ま
ち
な
か
の
創
出
」 

 

と
し
ま
す
。 

こ
の
ま
ち
づ
く
り
の
方
針
に
基
づ
き
、

（
１
）
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
誘
導
方

針
１
～
３
を
以
下
に
示
す
と
お
り
定
め
ま

す
。 

 

まちづくりの 

方針 

地域ごとに奥州の歴史・文化の魅力がある 
住み続けたくなるまちなかの創出 

課題解決 

のための 

誘導方針 

【誘導方針１】 地域ごとの歴史・文化の蓄積を活かした魅力ある拠点づくり 

個性豊かな地域ごとの歴史・文化の蓄積を活かしながら、官民連携により賑わいのあ

るまちなかを再生することによって、都市機能を誘導し、人の交流が生まれる市民が誇

りを持って住み続けたいと思える拠点づくりを進めます。 

■分野別の課題への対応 

分野 分野別の課題 

人口 人口密度の維持、雇用の創出、子育て環境の充実 

市街地形成 中心市街地の魅力向上、賑わいの維持、都市のスポンジ化対策 

財政 コンパクトシティ形成による都市経営の効率化、公共施設の再編による

維持管理費の縮減 

災害 災害に強い土地利用への転換、防災まちづくりの推進 
 

【誘導方針２】 地域ならではの暮らしやすさが感じられる居住環境づくり 

公共施設や都市インフラなどのこれまでに整備されたストックを有効に活用するとと

もに、医療・福祉・商業等の生活サービスの利便性を維持することによって、地域なら

ではの自然と文化に包まれながら暮らしやすさを感じられる居住環境づくりを進めま

す。 

■分野別の課題への対応 

分野 分野別の課題 

人口 人口密度の維持、子育て環境の充実 

災害 災害に強い土地利用への転換、防災まちづくりの推進 

都市構造 歩いて暮らせる生活利便性の高いエリアの維持 
 

【誘導方針３】 まちなかと集落の暮らしを支える公共交通ネットワークの形成 

公共交通による拠点間の連携により都市機能の利便性の共有を進め、自動車に依存し

過ぎないで、歩いて暮らせるまちなかの形成を図るとともに、それぞれの都市拠点と胆

沢・衣川地域をつなぐことにより集落の暮らしを支える、持続可能な公共交通ネットワ

ークの形成を図ります。 

■分野別の課題への対応 

分野 分野別の課題 

公共交通 公共交通による地域間のアクセスの維持、公共交通の利便性の維持、運

行の効率化 

都市構造 歩いて暮らせる生活利便性の高いエリアの維持 
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３
．
目
指
す
べ
き
将
来
都
市
構
造 

本
市
の
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
で
は
、「
水
沢
駅
周
辺
」
を
『
中
心
都
市
拠
点
』、「
江

刺
総
合
支
所
周
辺
」
、「
前
沢
駅
周
辺
」
及
び
「
水
沢
江
刺
駅
周
辺
」
を
『
都
市
拠
点
』
に
、「
胆

沢
総
合
支
所
周
辺
」
、「
衣
川
総
合
支
所
周
辺
」
を
『
地
域
拠
点
』
に
位
置
づ
け
、
こ
れ
ら
の
拠

点
を
連
携
軸
で
繋
い
で
い
ま
す
。 

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
本
計
画
に
お
け
る
拠
点
形
成
に
向
け
た
将
来
都
市
構
造
を
、
左
図
の
と

お
り
設
定
し
ま
す
。 

   

４
．
誘
導
区
域
及
び
誘
導
施
設
の

設
定 

(

１)

都
市
機
能
誘
導
区
域
と
は 

都
市
機
能
誘
導
区
域
は
、
医
療
、
商
業
、

介
護
福
祉
等
の
都
市
機
能
を
維
持
・
誘
導
す

る
こ
と
に
よ
り
、
効
率
的
な
サ
ー
ビ
ス
提
供

を
図
る
区
域
で
す
。 

中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
で
位
置

づ
け
た
中
心
市
街
地
区
域
、
商
業
業
務
施
設

が
立
地
可
能
な
用
途
地
域
、
公
共
交
通
の
利

便
性
等
を
考
慮
し
て
、
区
域
を
設
定
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
こ
の
区
域
を
対
象
と
し
て
誘

導
施
設
を
設
定
し
ま
す
。 

(

２)

居
住
誘
導
区
域
と
は 

居
住
誘
導
区
域
は
、
都
市
計
画
の
用
途
地

域
内
を
対
象
と
し
て
、
公
共
交
通
の
利
便
性

確
保
と
居
住
環
境
の
向
上
な
ど
に
取
り
組

み
、
将
来
に
わ
た
り
居
住
を
誘
導
す
る
区
域

で
す
。 

既
に
生
活
利
便
施
設
が
集
積
し
て
い
る

区
域
や
公
共
交
通
の
利
便
性
が
良
い
区
域
、

人
口
密
度
の
高
い
区
域
な
ど
を
基
本
に
設

定
し
て
い
ま
す
。 

な
お
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
等
の
災

害
発
生
の
リ
ス
ク
が
高
い
区
域
は
、
除
外
し

て
い
ま
す
。

図 将来都市構造図 

図 誘導区域（全体図） 
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(３)誘導区域の拡大図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４)誘導施設 

都市機能誘導区域に誘導を図る都市機能は、下表のとおりです。（施設数：27 施設） 

都市機能 施設名 
拠点 

水沢駅周辺 
江刺総合 
支所周辺 

前沢駅周辺 

行政機能 裁判所・検察庁・県合同庁舎 ●   

市役所本庁舎 ●   

総合支所  ● ● 

介護福祉機能 保健所（県）・総合福祉センター ●   

保健センター ● ● ● 

子育て支援機能 子育て総合支援センター ●   

商業機能 店舗面積 6,000 ㎡以上の小売商業施設 ● ● ● 

医療機能 救急告示病院 ● ●  

教育・文化機能 天文台・文化会館・記念館 ●   

図書館 ● ● ● 

江刺総合支所周辺 

：都市機能誘導区域 

：居住誘導区域 

水沢駅周辺 

水沢江刺駅周辺 前沢駅周辺 
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５．誘導施策及び目標値の設定 

本市のまちづくりの方針である「地域ごとに奥州の歴史・文化の魅力がある住み続けたくなるまちなかの

創出」の実現を目指し、以下のように都市機能及び居住を誘導するための誘導施策を実施します。 

また、これらの取組の有効性を評価するため、指標及び目標値を設定します。 
 

１．都市機能の誘導に係る施策 

中心都市拠点（水沢駅周辺）及び都市拠点（江刺総合支所周辺、前沢駅周辺）の都市機能誘導区域

内に各誘導施設を誘導していくための施策 

◆都市機能の導入事業（民間誘導施設等整備事業計画）に係る用地確保のために事業者が土地等を取

得する場合、当該土地等を譲渡した者に対し課税の特例措置を行う。 

◇都市機能を適切に誘導するため、届出制度を運用する。 

◇誘導施設を整備し、居住誘導や生活利便性の向上等を図る。 

◇既存の誘導施設の大規模改修等を行うことにより、都市機能を維持する。 

◇既存の誘導施設の適正な維持管理を行うことにより、都市機能を維持する。 

◇既存施設を活用し、都市機能の立地を誘導する。 

◇公共施設の移転・統合や廃止により発生する跡地や公共不動産等の活用により、都市機能や居住を

誘導する。 

◇歩道整備や無電柱化などによる歩行空間の改善や歩道等の活用により、歩きたくなるまちづくりを

進める。 

◇歴史まちづくり計画により、歴史的風致の維持及び向上を図る。 

◇まちの活性化のための商店街等の各種取組を支援することにより、まちの魅力及び利便性の向上を

図る。 

◇多様な主体の協働により、住み続けたくなる魅力的なまちづくりを進める。 

評価指標 

都市機能誘導区域内における 

誘導施設数 

基準値【2022(令和４)年】 

27 施設 

目標値【2030（令和 12）年】 

27 施設以上 

２．居住の誘導に係る施策 

居住誘導区域内の生活利便性を維持し、居住を誘導していくための施策 

◇居住を適切に誘導するため、届出制度を運用する。 

◇移転者の支援や、空き地・空き家の活用、民間と公共の不動産の一体的な宅地整備等により、居住

を誘導する。 

◇市営住宅の整備により、居住を誘導する。 

◇賑わい創出や地域コミュニティの拠点となる公園や広場の整備等により、居住を誘導する。 

◇幹線道路等の整備を行い、拠点へのアクセス性や利便性、安全性等の向上を図る。 

◇生活道路の整備を行い、居住の誘導を図る。 

評価指標 

居住誘導区域内の人口密度 

基準値【2020(令和２)年】 

32.2 人/ha 

目標値【2030（令和 12）年】 

30.7 人/ha 

３．公共交通の充実に係る施策 

拠点間及び中山間地を連携し、誰もが使いやすい公共交通ネットワークの構築を図るための施策 

◇拠点と拠点をつなぐ公共交通ネットワークの形成を図る。 

評価指標・基準値・目標値 

現在作成中の『奥州市地域公共交通計画』の評価指標とします 

凡例：◆国等が直接行う施策 ◇市が行う施策 
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一極集中なの？➡多極型都市構造の構築を目指すものです 

Ｑ：郊外を切り捨て、市内の最も主要な拠点１箇所に全てを集約させるの？ 

Ａ：中心的な拠点だけでなく、旧市町村役場周辺などの生活拠点も含めた、多極ネットワーク型のコン

パクト化を目指すものです 

全ての人口を居住誘導区域に集約するの？➡全ての人口を集約するものではありません 

Ｑ：全ての居住者（住宅）を居住誘導区域に集約させることを目指すの？ 

Ａ：例えば農業従事者が農村部に居住することは当然です。集約で一定エリアの人口密度を維持するも

のです 

強制的な集約なの？➡誘導による集約を図るものです 

Ｑ：居住者や住宅を強制的に短期間で移転させるの？ 

Ａ：誘導策を講じながら、時間をかけて居住の集約化を進めるものです 

地価水準の格差が生じるの？➡急激な地価変動は生じません 

Ｑ：居住誘導区域の内外で地価水準が大きく分かれ、格差が生じるかも!? 

Ａ：中長期的な取り組みであり、急激な地価変動は見込まれません。街なかの地価の維持・上昇に加え、

都市全体の地価水準の底上げなどの波及効果を期待するものです 

６．届出制度 

立地適正化計画策定・公表後は、①居住誘

導区域外、②都市機能誘導区域外、又は③都

市機能誘導区域内で、右図に示す行為を行う

場合には、行為に着手する日の 30 日前まで

に、市長への届出が必要となります。 

なお、立地適正化計画区域（都市計画区域）

外で行う行為については、届出の必要はあり

ません。 

７．パブリックコメント及び説明会の実施 

立地適正化計画の素案を公表し、パブリックコメントを実施します。皆様のご意見をお寄せください。

また、素案の説明会を実施しますので、ぜひご参加ください。 

（1）パブリックコメント（８月 24 日（木）～９月 21 日（木）） 

【縦覧場所及び意見書の提出先】江刺総合支所２階都市計画課 

（2）説明会 

●９月４日（月）18：30～ 本庁３階 講堂 

●９月７日（木）18：30～ 江刺総合支所１階 多目的ホール 

●９月８日（金）18：30～ 前沢ふれあいセンター２階 研修室 

●９月 10 日（日）10：00～ 江刺総合支所１階 多目的ホール 

②都市機能誘導区域外

●開発行為

・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為

●建築等行為

・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合

・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする

場合

・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物

とする場合

③都市機能誘導区域内

●誘導施設を休止または

廃止しようとする場合

①居住誘導区域外

●開発行為

・３戸以上の住宅の建築目的の開発

行為

・１戸又は２戸の住宅の建築目的の開

発行為で、その規模が1,000㎡以上

のもの

●建築等行為

・3戸以上の住宅を新築しようとする

場合

・建築物を改築し、又は建築物の用途を

変更して3戸以上の住宅等とする場合

３戸の開発行為

1,300㎡

１戸の開発行為

３戸の建築行為

１戸の建築行為

届出必要

届出必要

届出必要

届出不要

(例) (例)

※立地適正化計画区域（都市計画区域）外で行う行為については、届出の必要は

ありません。

立地適正化計画（コンパクトシティ）をめぐる誤解 



日帰り温泉の今後の対応について

全員協議会説明資料 令和５年８月18日 商工観光部観光施設対策室

１ 基本方針の修正

「奥州市日帰り温泉の民間移譲に向けた基本方針」につきまして
は、先月18日の議会全員協議会でご説明したとおり、前沢温泉にお
いては、コロナや物価高騰等の影響により指定管理者の経営が苦し
く、来年度の譲渡は現実的に厳しい状況であり、また、黒滝・国見
平温泉においては、地元振興会との協議を令和５年９月までとして
いることから、指定管理者及び南股・北股振興会に確認のうえ、次
のとおり基本方針の修正を８月３日に機関決定したものです。

【修正後の基本方針】 ※３温泉の方針を一本化

・令和９年度の民間譲渡を前提とし、令和６年度から令和８年度
までの３年間指定管理による運営を行う。

・指定管理及び民間譲渡が難しい施設については、温泉営業を休
止とし、他の施設活用策又は廃止を検討する。

【「(2) 民間譲渡の場合」の条件への追加】
源泉ポンプの交換修繕に関する費用負担については、温泉権の

取扱いを含めて協議し決定する。

【修正前の基本方針】
・前沢温泉 指定管理による運営を１年間延長し、令和６年度からの
民間譲渡を目指す。
・黒滝・国見平温泉 民間譲渡を見据え、令和５年度から２～３年程
度の指定管理による運営を目指す。

（資料）日帰り温泉の民間移譲に向けた基本方針新旧対照表

 前沢温泉
指定管理者である㈱前沢温泉と、指定管理を令和８年度まで３年

間延長し、経営改善を図りながら令和９年度の譲渡を目指すことで
協議しているものです。協議が整わない場合は、指定管理者の公募
を行い、応募が無かった場合は休止等の判断を行います。

 黒滝温泉
南股地区振興会より指定管理受託の方針を決定した旨の報告を受

けたことから、基本方針に基づき令和６年度から８年度までの３年
間を指定管理及び令和９年度の譲渡を目指すこととするものです。

 国見平温泉
北股地区振興会へ今後の活用策を検討依頼した結果、国見平温泉

に係る指定管理業務を受託する方向で市と協議を進めたいという意
向が示されました。
今後の進め方としては、将来的な民間譲渡に向けた温泉経営の受

け皿組織の立ち上げと指定管理受託の方針決定を早急に行っていた
だき、市として指定管理委託の可否についての判断を９月末までに
行うこととするものです。
なお、運営団体の設立が難しい場合は、温泉営業については令和

５年12月31日をもって休止することを目指し、今後の施設活用策に
ついては、同振興会と継続協議していくこととするものです。

２ 各温泉の今後の対応



日帰り温泉の今後の対応について

全員協議会説明資料 令和５年８月18日 商工観光部観光施設対策室

３ 施設使用料（入館料）の見直し

・修正後の基本方針に基づき令和９年度の民間移譲を目指していくう
えで、収支改善のための施設使用料（入館料）の見直しは必要不可欠
であることから、温泉の使用料を下記のとおり改正することとするも
のです。

・黒滝温泉
令和６年度からの指定管理を目指していることから、市直営中の来
年１月に改正を行い、値上げに伴う来館者数の状況等を一定程度確認
したうえでの指定管理への引き継ぎについて、南股地区振興会から強
い要請があったことから、９月定例会への提案を予定しているもので
す。

・前沢温泉
指定管理者とは来年度以降の指定管理について協議を行っていると
ころであり、また、黒滝温泉に合わせた１月の年度途中からの対応は
難しいとの回答であったことから、改正については来年４月からを見
込み、12月議会での対応を予定しているものです。

・国見平温泉
地元振興会と指定管理の可否について継続協議中であることから、
９月議会での条例改正は見送るものです。

・入館料値上げに係る利用者への説明・周知につきましては、施行ま
での間に市広報、ホームページ、温泉での掲示等で周知をしながら、
ご理解をいただくよう努めてまいります。

日帰り温泉の入館料改正案（近隣温泉日帰り入浴料比較表） R5.8.1

幼児 回数券

３時間以内 １日 ３時間以内 １日 ７回/3h

500 800 250 400 3,000

12回/3h

6,000

3時間以内 １日 3時間以内 １日

800 1,000 400 500

10:00～18:00 18:00～21:00 10:00～18:00 18:00～21:00

700 600 350 300

5:00～21:00 5:00～21:00 10回

800 400 6,400

10:00～21:00 10:00～21:00 7回

800 400 4,800

6:30～21:00 6:30～8:00 6:30～21:00

650 500 300

9:00～21:00 9:00～21:00

500 200

7:00～21:00 7:00～21:00

500 200

6:00～21:00 6:00～21:00

600 200

12回/3h

5,000

２時間 5:00～23:00 ２時間 5:00～23:00

平日　　750 平日　　530

祝祭日 1,080 祝祭日    860

平泉温泉

悠久の湯

桃の湯

現行

黒滝

改正案

駒子の湯

千貫石温泉

湯本東館

永岡温泉

夢の湯

指定管理

者の裁量

１日

700

１日

350

指定管理

者の裁量

障がい者等　500 障がい者等　250

無料

現行

 ３時間　１日　18:30~21:00  ３時間　１日　18:30~21:00

　600　　900　　　450 　300　　450　　　200

無料

障がい者等　400 障がい者等　200

無料

ひめかゆ

薬師堂温泉

さくらの湯

石田温泉

黒滝温泉

国見平温泉

改正案

障がい者等　300

前沢温泉

無料

無料

無料

障がい者等　450 障がい者等　200

無料

大人（中学生以上） 子供（小学生）

1,850 1,410

無料
  ３時間  ３～５時間   １日

500　　  800　　  1,000

  ３時間  ３～５時間   １日

250　　400　　　500

無料

100

無料

無料

障がい者等　600
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日帰り温泉の民間移譲に向けた基本方針新旧対照表 

改 正 後 現   行 

３ 日帰り温泉施設の民間移譲に向けた基本方針 

  ３温泉については、第２次行政経営改革プランにおいて令和５年度からの民間による運営を開始するこ

とになっていましたが、新型コロナウイルス感染症や燃料高騰などの影響により、民間による運営の見通

しが立たない状況となっていることから、次のとおり指定管理による運営を挟みながら民間譲渡を目指す

こととします。 

３ 日帰り温泉施設の民間移譲に向けた基本方針 

  ３温泉については、第２次行政経営改革プランにおいて令和５年度からの民間による運営を開始するこ

とになっていましたが、新型コロナウイルス感染症や燃料高騰などの影響により、民間による運営の見通

しが立たない状況となっていることから、次のとおり指定管理による運営を挟みながら民間譲渡を目指す

こととします。 

 令和９年度の民間譲渡を前提とし、令和６年度から令和８年度までの３年間指定管理による運営を行う。 

 指定管理及び民間譲渡が難しい施設については、温泉営業を休止とし、他の施設活用策又は廃止を検討す

る。 

 前沢温泉 

  指定管理による運営を１年間延長し、令和６年度からの民間譲渡を目指す。 

 黒滝温泉・国見平温泉 

  民間譲渡を見据え、令和５年度から２～３年程度の指定管理による運営を目指す。 

 (1) 指定管理の場合 

  ①指定管理料 

   利用料金収入のみで指定管理業務に係る経費を賄えない場合、直近３か年の経費実績等を踏まえて算

定し、指定管理者に支払う。 

  ②修繕費の取扱い 

    老朽化等に伴う大規模修繕は市、使用に伴う軽微な修繕は受託者が行う。 

 (1) 指定管理の場合 

  ①指定管理料 

   利用料金収入のみで指定管理業務に係る経費を賄えない場合、直近３か年の経費実績等を踏まえて算

定し、指定管理者に支払う。 

  ②修繕費の取扱い 

    老朽化等に伴う大規模修繕は市、使用に伴う軽微な修繕は受託者が行う。 

 (2) 民間譲渡の場合 

  ①有償譲渡とする場合の売却価格 

   不動産鑑定（原価法、取引事例比較法）により算出 

  ②無償譲渡とする場合（要議決） 

   ア) 不動産鑑定（収益還元法）で評価額が「ゼロ円」となる場合。 

   イ) 各施設の設置目的を継承させ、次の行為を５年間禁止とする。 

     ・温泉施設事業の廃止 

     ・第三者への契約物件の譲渡又は一括貸付け 

     ・株式譲渡、事業譲渡、合併、会社分割等による経営主体の変更 

  ③源泉の取扱い 

    源泉ポンプの交換修繕に関する費用負担については、温泉権の取扱いを含めて協議し決定する。 

  ④譲渡前の市の施設修繕 

    現状有姿での譲渡を基本とするが、老朽化により建築基準法等の関係法令に抵触又は著しく営業に

支障をきたす状態となっている施設設備の修繕は、譲渡前に市が実施する。 

  ⑤譲受者への支援策 

   ◆施設改修補助  譲受者が行う改修工事費の1/2を補助（補助上限額は別途検討） 

   ◆経営安定化補助 一定額を５年間補助（補助額は別途検討） 

 

 (2) 民間譲渡の場合 

  ①有償譲渡とする場合の売却価格 

   不動産鑑定（原価法、取引事例比較法）により算出 

  ②無償譲渡とする場合（要議決） 

   ア) 不動産鑑定（収益還元法）で評価額が「ゼロ円」となる場合。 

   イ) 各施設の設置目的を継承させ、次の行為を５年間禁止とする。 

     ・温泉施設事業の廃止 

     ・第三者への契約物件の譲渡又は一括貸付け 

     ・株式譲渡、事業譲渡、合併、会社分割等による経営主体の変更 

 

 

  ③譲渡前の市の施設修繕 

    現状有姿での譲渡を基本とするが、老朽化により建築基準法等の関係法令に抵触又は著しく営業に

支障をきたす状態となっている施設設備の修繕は、譲渡前に市が実施する。 

  ④譲受者への支援策 

   ◆施設改修補助  譲受者が行う改修工事費の1/2を補助（補助上限額は別途検討） 

   ◆経営安定化補助 一定額を５年間補助（補助額は別途検討） 

  ※指定管理・民間移譲の意向がないときは、一旦休止も含め施設継続の可否について検討する。 

  

 



㈱ひめかゆの対応について

２ 経過と現状

ここまでの新型コロナウイルス感染症の感染拡大の
⻑期化や物価⾼騰は、譲渡契約に関する覚書締結時や、
譲渡契約締結時においては想定することができず、緊
急事態宣言や全国的な外出自粛・飲食自粛の動きは、
⼀企業の経営努⼒だけで対応することは困難です。

市議会全員協議会資料 令和５年８⽉18日 商工観光部商業観光課

１

【施設等改修補助⾦の活⽤状況】
改修補助⾦上限額 50,000千円
補助⾦交付済額 25,785千円

(令和3年度:17,409千円、令和4年度:8,376千円)
補助⾦未執⾏額 24,215千円

１ 市の観光政策

市では、総合計画に掲げる「豊かさと魅⼒のあるま
ちづくり」を推進するため、豊かな自然や観光資源を
活かしながら、観光客の誘致促進に取り組んでいます。
具体的には、世界文化遺産「平泉」との広域的な連

携や、奥州湖周辺の豊かな自然を活かした自然体験な
どを観光政策の柱として捉え、世界文化遺産と隣接す
る衣川周辺エリアを市の南の玄関口、奥州湖周辺エリ
アは⻄の玄関口として、観光振興戦略上、重要なエリ
アです。

これらの重要なエリアには旧衣川荘と焼石クアパー
クひめかゆの２施設が設置されており、宿泊機能も有
することから、滞在型観光の拠点となります。
両施設については、奥州市⾏政経営改⾰プランに基

づいて⺠間移譲を⾏い、譲渡条件として５年間の経営
継続を付していることから、その間の経営を支援する
ため、 「観光施設等の⺠間移譲に伴う譲渡物件の取扱
いと譲受者への支援に関する方針」(以下、「支援方
針」という。)を定めて、譲受者に対して①施設等改修
の支援、②経営安定化の支援、を実施してきました。

譲渡後においては、旧衣川荘は現在建物の改修を進
めているところで、まだ経営は始まっておりませんが、
焼石クアパークひめかゆについては、譲受者の㈱ひめ
かゆによって経営しています。
ところが、令和２年から始まった新型コロナウイル

ス感染症の拡大により、日帰り・宿泊・宴会のすべて
の部門において利⽤者が激減し、更には、令和４年か
らの物価⾼騰の影響も受け、経営は非常に厳しい状況
にあります。
支援方針に規定する「施設等改修の支援」に係る補

助⾦も全額活⽤することができずに期限を満了するこ
ととなりました。



㈱ひめかゆの対応について

㈱ひめかゆは、前述のとおり厳しい経営状況である
ことを踏まえ、経営を⽴て直すために、令和４年度に
メインバンクが派遣した経営コンサルタントと経営改
善計画を策定し、令和４年度から令和６年度の３年間
で9,000万円の融資を受けながら、仕入、人件費及び
委託料等の⾒直しを⾏い、経営改善に係る取組みを始
めています。

【経営改善計画の主な内容(3年間)】
・人件費削減 224,958千円
・物品購入の⼀括管理 37,137千円

合計 262,095千円

しかし、コロナ禍や物価⾼騰の影響は甚大で、令和
３・４年度の収支は、単年で約4,000万円〜5,000万円
の赤字となり、また、改善計画で予定している融資を
満額受けられない状況にあるなど、経営の継続が困難
な状況に陥っています。
このままでは運転資⾦が不⾜し、９⽉にも資⾦

ショートを引き起こすおそれがあるため、㈱ひめかゆ
では、経営改善計画に定める取組みに、更に追加して
次の経費削減に取り組むこととしています。

内容 削減効果目標

①仕入⾒直し ▲ 3,345千円/年

②人件費⾒直し ▲10,600千円/年
③委託料等⾒直し ▲ 6,450千円/年
④非常勤役員報酬の自主返納 ▲ 920千円/年

合計 ▲21,315千円/年

※この取組みに伴う令和５年度以降の収支⾒通しは
【資料１】を参照。

令和５年度に奥州湖周辺エリア活⽤整備構想の策定
を予定しておりますが、当エリアは、広大な面積を有
する奥州市の⻄の玄関口です。焼石クアパークひめか
ゆは、エリア唯⼀の温泉宿泊施設であり、フォレスト
コテージを利⽤したアウトドア体験やカヌー大会開催
時における宿泊及び休憩場所等、奥州湖周辺エリアに
おける観光振興戦略上、重要な拠点施設となります。

【資料２】参照

●追加で実施する取組み内容３ ㈱ひめかゆの経営改善に向けた取組み

４ 観光振興上の焼石クアパークひめかゆの
位置づけ

２



㈱ひめかゆの対応について

(1)「観光施設等の⺠間移譲に伴う譲渡物件の取扱いと
譲受者への支援に関する方針」の改正

焼石クアパークひめかゆは、今後の奥州湖周辺エリ
ア開発における重要な施設であることを踏まえ、更に
は、㈱ひめかゆにおける身を削る経費削減の取組みに
ついて⼀定の効果を⾒込めるものの、この効果が現れ
るまでには時間を要することから、次のとおり支援方
針を改正し、運営継続のための支援を⾏うものです。

現⾏の支援方針について、右記のとおり改正し
ます。(改正箇所は太字部分)

観光施設等の⺠間移譲に伴う譲渡物件の取扱いと
譲受者への支援に関する方針

１ 対象となる観光施設等
(1) 奥州市温泉保養施設ひめかゆ
(2) 国⺠宿舎サンホテル衣川荘

２ 譲渡物件の取扱い
(1) 譲渡条件として５年間の経営継続を付していること

から、次に掲げる対応を市が⾏った後に、⺠間移譲に
係る各種⼿続きを⾏う。

(2) (1)の対応については、譲渡物件の引渡し後において
も、市が⾏うことができるものとする。

(3) 源泉ポンプの交換修繕に関する費用負担については、
温泉権の取扱いを含めて協議し決定する。(※追加)

３ 譲受者への支援
(1)施設等改修の支援

継続した施設運営を求めることに鑑み、施設等の引
渡し後に譲受者が⾏う改修⼯事に対し、次の支援を⾏
う。
ア 改修⼯事に要する経費のうち市が必要と認めるもの
に対し、補助⾦を交付する。

イ 補助対象とする改修⼯事は、施設及び設備の改修で、
補助⾦交付契約締結日から原則１年以内に完了した
ものとする。

ウ 補助⾦の額は、改修費⽤実績の２分の１以内の額と
し、5,000万円を上限とする。

エ 補助⾦の申請は、譲渡物件引渡しの日から２カ⽉以
内に⾏うものとする。

５ 市の支援

３



㈱ひめかゆの対応について

※【参考】 令和５年度経営安定化補助⾦額
（当初予算） 500万円
（今回追加額） 3,750万円
（合計） 4,250万円

令和５年度に限り、経営安定化補助⾦を3,750万円
追加します。

（積算根拠）
①施設改修補助⾦未執⾏額 2,421万円
②指定管理料想定額(※コロナ禍以前) 1,829万円
③R5経営安定化補助⾦(当初予算) ▲500万円

合計 3,750万円

令和５年８⽉18日 市議会全員協議会
令和５年９⽉下旬 補正予算審議

同上 ㈱ひめかゆとの補助⾦変更契約
令和５年10⽉上旬 補助⾦交付

(2) 経営安定化の支援
譲渡条件として５年間の経営継続を付していること

から、その間の安定経営に鑑み、毎年500万円を補助⾦
として５年間交付する。

(3) 新型コロナウイルス感染症等に対する支援(※追加)
⺠間移譲後において、当該施設で実際に経営を⾏っ

ており、新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響
を直接受けた事業者を対象に、令和５年度に限り経営
安定化補助⾦を追加して交付する。

(4) (1)、(2)及び(3)については、別途、譲受者と「補助
⾦交付契約」を締結し、運⽤する。(※(3)追加に伴う
⽂⾔整理)

４ その他
１に掲げる以外の観光施設等については、この方針を

準⽤するものとする。ただし、補助⾦の額を除く。

(2) ㈱ひめかゆへの経営安定化補助⾦の追加支援

６ 今後の予定

４



ひめかゆ温泉経営状況及び入館者数
ひめかゆ温泉経営状況及び入館者数について
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